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ま え が き 

 

 社会的責任投資（SRI）は、一般的には、企業を財務的指標とともに、社会、環境、倫

理などの企業の社会的責任（CSR）に関する社会的指標を基準に評価し、行われる投資

行為のことである。すなわち、CSR を正しく実践している企業を評価し、評価の高い企

業に投資を行うという投資手法である。全世界規模での SRI 投資資産は、２００５年末

の段階で３００兆円以上といわれ、その規模は現在も拡大傾向にある。しかし、投資手

法としての SRI は、企業の社会、倫理などへの取り組みによる短期的な成果が見えにく

いことから、短期リターンを期待する場合普及しにくい側面があることが指摘されるが、

長期運用に関しては、安定的なリターンを期待できるものとして、近年では、機関投資

家を通じた年金基金運用などの分野で活用される傾向にある。そうした中で、わが国に

おける社会的責任投資（SRI）は、投資残高が２００６年末時点で２,３７４億円と海外

先進国と比較して、いまだその規模は小さく、機関投資と個人投資の両分野において今

後の発展的な展開が期待されるところである。 

 そこで、当機構は、厚生労働省の要請を受け、アメリカ、イギリス、フランス、ドイ

ツで SRI の運用にあたり、法制度や任意規範の各国の現状がどのようになっているのか、

その特徴はどういうところにあるのか、労働を含む社会的、倫理的分野における課題と

展望はどうかといったことを明らかにする目的で調査研究を行った。 

CSR および SRI については、労働分野において先行する調査研究は現段階では極めて

少ない。そこで、今回は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの労働法に造詣の深

い研究者の参加を得て、研究会を構成し、先行研究をベースに CSR をめぐる議論状況と

SRI に関わる法規制、情報開示にかかる規制等の法制度状況についての論点の整理と分

析を行うとともに、各国の SRI をめぐる枠組みと運用の実態を調査する目的で海外現地

調査を実施した。本報告書は、①SRI を評価する前提となる社会規範としての CSR をめ

ぐる議論、②SRI に関する法規制など背景的要因、③運用主体や格付け、モニタリング

など運用システム、情報開示の方法といった運用実態を柱とした、調査対象国ごとの法

制、任意規範に関する整理、分析と実態調査結果により構成される。 

 ご多忙のなか、研究会メンバーとして、ご報告・ご執筆いただいた研究者の方々、海

外現地調査にご協力いただいた各国関係者の方々、また、研究会等において、研究会メ

ンバーの専門外の内容についてご教示を賜った国内研究者、専門家の方々に厚くお礼を

申し上げる。本報告書が、労働分野における CSR、SRI の今後の議論展開に有効な手掛

かりを提供することできれば幸いである。 

 ２００７年８月 

                   独立行政法人 労働政策研究･研修機構 

理事長  小  野    旭   
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